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 地方分権改革の推進 

（提案要  財 ） 

（  財 税 ） 

 

現   

地方分権改革は、地 の実 に応じ、地方自治体が自らの と において、

自 的 自立的な行財政 を行い、個 かで 力に た地 を実現す

ることにより、 民生 の向 を るものである。 

これまで 次にわたる地方分権改革において、 権限の移譲や 付け

付けの見 しが行われ、 成 度から導入 れている「提案募集方式」に

おいても、地方からの提案に対する国の対応方 が れ、 次の地方分権一括

法等が 行 れるな 、地方分権改革は一定の進 を見 ている。 

しかし、 として、地方自治体が で定める基準の を国が法 で

する「 う き基準」が 在していることに加え、「提案募集方式」についての

も らかになってきている。 

また、権限に見合った財源が不 であるにもかかわらず、国と地方の税

が に見合ったものになっていないといった もある。 

 

体的要  

（ ）「 しい 」の に向けて、 が する の 決や の

なる成長 に する を、自らの と により 体的に推進できる

よう、国からの権限移譲や 付け 付けの見 しを行うこと。 

また、「 う き基準」については、三次にわたる一括法の附則の規定を

まえ、 に必要なものに限定し、 たな 定は 則行わないこと。 

（ ）「提案募集方式」については、第四次地方分権一括法の附帯決議も まえ、

地方自治体からの提案を尊重し、政 全体でその実現に向けた取組を強力に

推進すること。 

提案の検討に当たっては、 の にかかわらず、 発生の

果、国と地方の 分 等の も重 し、地方自治体がより し

やすいものとなるよう、 的に制度の見 しを っていくこと。 

また、法改 に う政 の整 に当たっては、 制定等に必要な 間

 の分権 の実現 

（ ）「 しい 」の に向けて改革を推し進めることができ

るよう、 の権限 を すること。 

（ ）地方分権改革の なる推進のために、「提案募集方式」の制

度の見 しを行うこと。 

（３）権限とそれに見合う税財源とを一体として移譲すること。 

を確実に確保できるよう、法の成立後、速やかに行うこと。 

（３）権限とそれに見合う税財源とを一体として移譲すること。 

  法律に基づく基礎自治体への権限移譲に当たっては、国は地方交付税の不

交付団体や特別区を含め、全ての区市町村に対し、必要な財源を確実に措置

すること。 

 

 

参  考 

 

○三次にわたる一括法の附則の規定における記述（抜粋） 

国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認

めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

○第四次地方分権一括法の附帯決議（抜粋） 

今後における改革の推進の手法として「提案募集方式」を導入するに当たって 

は、地方公共団体からの積極的な提案が行われるよう体制を整えるとともに、地

方公共団体からの提案を尊重し、その実現に向けた取組を強力に推進すること。  

また、個々の地方公共団体の発意に応じた選択的な移譲を希望する提案等であ

っても、地方公共団体の間で制度が異なることにより住民に不利益が生じないよ

う留意しつつ、その実現に努めること。 
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２ 地方分権に資する地方税財 制度の 的改 の 最重  
（ 総 財 ） 

（ 財 総 税 ） 

 
課  

の地方 は、地方 体が の権限と財源に 、 体的に行財

を行うこと て るもの る。 
しかし、 が国の財 は、国 が負担する 税収 の配分が、国税と地方税

るのに して、国の と地方の の配分は と、 と

に る国と地方の 率が している。 
こうした 、 度税制改 に いて、地 間の財 の拡大を

に、 法人 税の が国税 され、これ 上の に 配

分する たな が れることが 定されたとこ る。 
体の持 的な を するた には、地方 体が、 的 的

な行財 を行い、 の や を発揮することが重 り、地方

が地 の課 に率 して取り組ん い た 、国か 地方 の権限 を

るとともに、 たす 割と権限に見合 た財源を 体として確保する

が る。 
そのた には、国 地方間の税財源の配分の見直しなど、地方税財 制度の

的な見直しに を れて取り組む る。 
た、地方税収の安定的な確保という視 か 、消費税収の国と地方の配分割

合の見直しについて するなど、地方の にわたる安定的な 体 を

能とするた 、 的な を てい ことが る。 
さ に、これ と合わ 、財源保障機能と財源調整機能を持つ地方交付税制度

について、法定率の更なる引上げなどにより、その機能が十分に発揮され得る程

度の交付税総額を確保し、制度改善に取り組むことが る。 
 

体的  
（ ） 地方の の を確 するた 、地方が たす 割と権限に見合うよ

う、 の持 的発 に資する地方税財 制度の 的な改 に取り組 、

国 地方間の税財源の配分の見直しを行うこと。 
 

（ ）地方税財 制度の 的改 を、地方分権に資するよう、早

急に すること。 

（２）消費税収の国と地方の配分割合の見直しなど地方税源の拡充

を図るとともに、地方の につながる、安定的な地方税体系

を早急に構築すること。 

（３）地方の を 、 な地方交付税総額を確保すること。

 

（２）消費税収の国と地方の配分割合の見直しなど地方税源の拡充を図るととも

に、地方分権に資する安定的な地方税体系を早急に構築すること。その際、

税制の見直しに関しては、地方税の応益原則や地方法人課税の税源涵
かん

養イン

センティブを最大限尊重するとともに、受益と負担という地方税の原則を無

視した地方間の水平調整は行わないこと。 
（３）財源保障機能と財源調整機能を持つ地方交付税制度について、地方交付税

の法定率の更なる引上げなどにより、その機能が十分に発揮され得る程度の

交付税総額を確保し、制度改善に取り組むこと。 
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３ 地方分権に資する国 負担 改 の

（ 総 財 ）

（ 財 総 ）
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地方分権改 の に た ては、地方の を拡大し、国 など

国か の 財源 はな 、最 的には 財源 る地方税を拡充する方

をす る。このた には、 、国と地方の 割を見直した上 、国

の関 の のない に る国 負担 については原則として し、権

限の と て な財源が確 に されな れ な ない。

国 負担 改 を の地方分権に資するものとするた 、地方の取組をそ

の を ない に す はな 、制度 に た ては、

国は地方と十分に を す る。

体的

（ ）国 負担 は、国と地方の 割を見直した上 、国の関 をな す

に るものについては、原則として し、権限の と て、

な財源を確 に すること。

（２）国 負担 改 を の地方分権に資する地方税財源の拡充につながる

ものとするた 、地方と 的な を行うこと。

（ ）国 負担 は、国と地方の 割を見直した上 、国の関

をな す に るものについては、原則として し、

権限の と て、 な財源を確 に すること。
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 国 の なる改革 

（提案要  財 国 交 ） 

（  財 ） 

 

現  

は に関する については、 なものは していく 意がある。

しかし、 制度については、国と地方の 分 に応じた国

の の見 しや 議の法制 、 の 組 の検討な が実現していな

い である。 

 

体的要  

（ ） の検討に当たっては、 から地方自治体の意見を 分 でき

るよう 議を行う 組 を 保するために、 議の法制 を行うこと。 

（ ）地方が地 の に 体的に対応できるよう、国の の を国が

を う きものに限定し、地方が うことができる については財源

とともに地方へ移 すること。 

（３）国 においては、「 等に る の 行の に関する法

律」に基づき国に する 組 がある。こうした 組 を参考に、

を財源とする国の においても国に不 な 等があった

合には、 した地方自治体に する 組 を検討すること。 

 

（ ） から地方自治体の意見を 分 できる 議を

法制 すること。 

（ ）地方分権の から、国 の について見 しを行

い、地方が うことができる は財源とともに地方へ移 する

こと。 

（３）地方自治体に を する 組 の を検討すること。
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